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地籍調査は国土調査法に基づき行われます。所有者の立会のうえで一筆ごとの土地の所在、地番、
地目、所有者、筆界等を調査し、最新の測量技術を用いて一筆ごとに測量を行った結果を地図及び
簿冊に取りまとめる作業が地籍調査です。

土地に関する基礎的な資料として、法務局に「公図」が置かれていますが、これらの多くは、明治
時代の地租改正によって作られたもので、測量の精度が低く、その後の分合筆や地目変更、所有権
の異動等が必ずしも十分に反映されたものではありません。また、公図は「絵図」であり、基準点
に基づく座標を持っておらず、災害等で現地が変動した場合、公図から現地復元を行うことはほと
んど不可能です。そのため、最新の測量技術を用いて地籍調査を行い、正確な地図を作る必要があ
ります。

土地の境界が不明確であると、住民間
や官民間において、境界紛争等のトラ
ブルが発生しがちです。
地籍調査を実施することで、このよう
なトラブルを未然に防ぎ、土地という
財産を守ることにつながります。

それぞれの土地が座標に関連づけて測量されるため、地震や土砂崩
れ等の災害で現地が変動しても、土地の境界復元が容易に行われ、
災害復旧が円滑に行われます。

地籍調査の成果は、各種公共事業の計画、設計、用地買収、維持管
理等の各段階の円滑な実施に大きく寄与します。
例えば、新たな道路を建設する場合にも、境界が不明確なために事
業がなかなか進まないといった状況に陥ることなく実施できます。

地籍調査を実施すると面積が正確に測量されるため、固定資産税の
課税の適正化に役立ちます。
法務局への登記が完了した翌年度の課税から、地籍調査の成果が反
映されるようになります。

土 地 所 有 者 の
費用と負担は？

地籍調査は市が行いますので、
土地所有者の皆さんの費用負
担はありません。
ただし、地籍調査は皆さんの
財産である土地を明確にする
ため行われることから、立会
にかかる交通費や、雑木等の
刈り払いにかかる費用は自己
負担となります。



①住民への説明会

調査対象地域、隣接地の土地所
有者の皆さんに地籍調査の内容
や作業手順についてご説明しま
す。

②一筆地調査(現地調査)

一筆ごとの土地について、公
図等の資料により、関係者立
会のもと、所有者、地番、地
目、境界等の調査・確認をし
ます。

③地籍測量

一筆地調査で確認した境界杭等を基
に測量し、一筆地ごとに各筆の位置
が座標で表示されます。測量が終了
するまで杭は抜かないでください。
また、市が杭を再設置することはで
きません。

各筆の筆界点をもとに、正
確な地図を作り、面積を測
定します。

④地積測定・地籍図等作成

地籍簿と地籍図の案を閲覧にか
け、誤り等を訂正する機会を設
けます。

国の承認及び県の認証を受
けたのち、法務局へ送付さ
れます。法務局の登記簿が
書き改められ、地籍図が備
え付けられます。

現地調査日までに一筆ごとの境界について、隣地の土地所有者
と立会・合意のうえで、境界上の曲がり角や交点全てに境界杭
を打つか、ペンキ等で印をしておいてください。
既設の境界石等がある場合は、事前に隣接する土地所有者と立
会のうえ、調査当日に確認できるようにしておいてください。

雑木・雑草が密生していると境界の確認や測量ができませんの
で、境界杭等の周り及び境界線上を幅１ｍ程度、双方で刈り払
いをし、境界線を明らかにしていただきますようお願いします。

一筆地調査が行われないと、そ
の土地だけではなく、隣接の土
地も「筆界未定」となります。
調査後、筆界未定となった土地
の境界は、所有者の間で境界を
確認した後、自己負担で測量し、
法務局への申請をすることとな
り、大変な手間と費用がかかり
ます。
こうしたことにならないよう、
調査には参加していただきます
ようお願いします。ご都合がつ
かない場合には、委任状のご提
出をお願いします。

⑤成果の閲覧・確認 ⑥登記所への送付


